
一

第
八

十

四
号
議
案
　
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
八
十
四
号
議
案

東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
六
年
二
月
二
十
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
東
京
都
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
東
京
都
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例

　
第
一
条
第
一
項
中
「
緊
急
の
保
護
又
は
自
立
の
た
め
の
援
助
を
必
要
と
す
る
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
」
に
、
「
者
の
監
護
す
る
児
童
に
対

し
、
生
活
各
般
の
相
談
、
指
導
及
び
援
護
」
を
「
同
伴
す
る
家
族
に
対
す
る
支
援
」
に
、
「
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
東
京
都
女
性
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱

え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
」
に
、
「
婦
人
相
談
所
」
を
「
女

性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
多
摩
支
所
」
を
「
東
京
都
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
多
摩
支

所
」
に
改
め
る
。

　
第
二
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
一
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
い
て
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
に
応
ず
る
こ
と
又
は

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
相
談
支
援
員
若
し
く
は
相
談
を
行
う
機
関
を
紹
介
す
る
こ
と
。

　
二
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
（
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
そ
の
家
族
を
同
伴
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及

び
そ
の
同
伴
す
る
家
族
。
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
安
全
の
確
保
及
び
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
。
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二

　
三
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
心
身
の
健
康
の
回
復
を
図
る
た
め
、
医
学
的
又
は
心
理
学
的
な
援
助
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

　
四
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
自
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
就
労
の
支
援
、
住
宅
の
確
保
、
援
護
、
児
童
の
保
育
等
に
関

す
る
制
度
の
利
用
等
に
つ
い
て
、
情
報
の
提
供
、
助
言
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
居
住
し
て
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
、
情
報
の
提
供
、
助
言
、
関
係
機
関
と
の

連
絡
調
整
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

　
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
業

　
第
三
条
第
一
号
中
「
指
導
」
を
「
援
助
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　
第
八
条
第
三
号
中
「
で
き
な
く
な
つ
た
」
を
「
で
き
な
く
な
っ
た
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
三
項
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。


